
��

「
要
介
護
認
定
」
の
区
分
が
変

り
ま
し
た
。

　
「
要
支
援
」
が
「
要
支
援
１
」「
要

支
援
２
」と
い
う
区
分
に
分
け
ら
れ
、

要
介
護
１
〜
５
と
合
わ
せ
て
７
区
分

に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
「
要
支
援
」「
要
介

護
１
」
の
方
に
つ
い
て
は
状
態
の
改

善
の
可
能
性
に
つ
い
て
審
査
し
、
判

定
し
ま
す
。

　

４
月
か
ら
は
、要
支
援
の
方
は「
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス（
新
予
防
給
付
）」、

要
介
護
１
〜
５
の
方
は
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
で
き
ま
す
。

地
域
支
援
事
業
の
創
設

　

み
よ
し
広
域
連
合
で
は
４
月
か
ら

地
域
支
援
事
業
を
実
施
し
ま
す
。
そ

の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●
介
護
予
防
事
業
（
運
動
器
の
機
能

向
上
、
機
能
訓
練
、
栄
養
改
善
、
口

腔
機
能
の
向
上
等
の
事
業
）

　

こ
の
事
業
は
、
一
般
高
齢
者
、
虚

弱
高
齢
者
の
方
が
利
用
で
き
ま
す
。

一
般
の
高
齢
者
の
方
に
は
、
健
康
づ

く
り
や
介
護
予
防
講
習
会
な
ど
、
介

護
予
防
の
た
め
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
行

い
ま
す
。

　

認
定
審
査
会
で
「
非
該
当
」
と
認

定
さ
れ
た
方
や
特
定
の
高
齢
者
（
要

支
援
要
介
護
状
態
に
な
る
可
能
性
の

あ
る
人
）
の
方
に
は
、
そ
れ
以
上
状

態
が
悪
く
な
ら
な
い
よ
う
に
、
予
防

プ
ラ
ン
を
作
成
し
ま
す
。

　

プ
ラ
ン
の
作
成
は
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
が
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

●
包
括
的
支
援
事
業
（
介
護
予
防
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業
、
総
合
相
談
支
援

事
業
、
虐
待
防
止
権
利
擁
護
、
包
括

的
・
継
続
的
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業
）

　

こ
の
事
業
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
の
業
務
で
す
。

●
そ
の
他
任
意
事
業
（
家
族
介
護
継

続
支
援
事
業
等
）

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
新
予
防

給
付
）
の
新
設

　

要
支
援
１
・
２
の
認
定
さ
れ
た
方

に
対
し
て
状
態
の
改
善
に
向
け
た
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

介
護
予
防
で
は
自
分
で
で
き
る
こ

と
は
自
分
で
す
る
。
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
て
心
身
の
機
能
向
上

を
目
指
し
、
介
護
を
必
要
と
し
な
い

自
立
し
た
生
活
を
送
り
ま
し
ょ
う
。

「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
が

創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

い
つ
ま
で
も
住
み
慣
れ
た
地
域
で

安
心
し
て
尊
厳
の
あ
る
暮
ら
し
を
続

け
る
た
め
に
は
、
地
域
ぐ
る
み
で
高

齢
者
個
々
を
総
合
的
に
支
え
て
い
く

体
制
が
必
要
で
す
。
そ
の
中
心
的
な

役
割
を
担
う
と
こ
ろ
が
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
で
す
。

　

み
よ
し
広
域
連
合
で
は
、
地
域
支

援
事
業
の
内
の
包
括
的
支
援
事
業
を

社
会
福
祉
協
議
会
に
委
託
し
ま
し
た

の
で
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

は
、
社
会
福
祉
協
議
会
が
設
置
し
ま

し
た
。
場
所
は
、
三
好
市
井
川
総
合

支
所
（
旧
井
川
町
役
場
２
階
）
で
す
。

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
高
齢

者
の
総
合
相
談
窓
口
で
す
。
お
気
軽

に
ご
利
用
下
さ
い
。

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
が
始
ま

り
ま
す
。

　

地
域
の
特
徴
や
実
情
に
細
か
く
対
応

し
た
サ
ー
ビ
ス
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

保険料の段階（図 1）
所得
段階 対象となる人 保険料の

調整率　
保 険 料
( 年額 )

第１
段階

生活保護受給者・老齢福祉年金受給
者で本人及び世帯全員が住民税非課
税の方

基準額× 0.5 22,200 円

第２
段階

本人及び世帯全員が住民税非課税合
計所得金額＋課税年金収入が �0 万
円以下の方

基準額× 0.5 22,200 円

第３
段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で
あって、第２段階に該当しない方 基準額× 0.75 33,300 円

第４
段階

本人が住民税非課税（世帯内に住民
税課税者がいる場合） 基準額 44,400 円

第５
段階

本人が住民税非課税で前年の合計所
得金額が 200 万円未満の方 基準額× 1.25 55,500 円

第６
段階

本人が住民税非課税で前年の合計所
得金額が 200 万円以上の方 基準額× 1.5 66,600 円

介
護
保
険
料
、
制
度
運
営
の
見

直
し

　

保
険
料
（
図
１
）
は
低
所
得
者
の

方
に
配
慮
し
た
新
し
い
段
階
設
定
に

な
り
ま
し
た
。
要
介
護
認
定
事
務
の

見
直
し
、
保
険
者
権
限
の
強
化
な
ど

制
度
運
営
の
安
定
を
図
り
ま
す
。

平
成
18
年
４
月
か
ら

介
護
保
険
制
度
が
変
り
ま
す
。

改
正
の
ポ
イ
ン
ト
は

「
介
護
予
防
」
と
「
自
立
支
援
」

高　齢　者

介護保険予防の
スクリーニング

《要介護認定》
要介護状態区分の審査

＋
状態の維持又は改善可能性の審査

要支援・
要介護者

非該当者

地域支援事業 新予防給付 介 護 給 付

要支援・要介護に
なる恐れがある者

　(新)要支援者
現行の要支援者及び
要介護1の一部

地域支援事業
（介護予防サービス）
例：転倒骨折予防教室・栄
養指導など　　　　　　　

新予防給付
既存サービス　　　　　
　　内容・提供方法の見直し

新たなサービスの導入　
　　効果の検証を踏まえ導入

介護給付
例：訪問介護、通所介護、
訪問看護、特養等施設など

地域包括支援センター
（介護保険マネジメント）

居宅介護支援事業所
（ケアマネジメント事業者）

要 介 護 者

要支援・要介護に
なる恐れがある者 要支援者 要介護者

要支援・要介護に
なることの防止　 重度化防止

予防重視型システムへの転換（全体概要）

被保険者

各種相談・支援、必要
なサービスにつなぐ  

介護予防　 
マネジメント
の実施　　 

包括的・継続
的マネジメン
トの支援

多面的（制度横断
的）支援の展開    

行政機関、 保健所、 
医療機関、児童相談
所など必要なサービ
スにつなぐ。

社会福祉士

主任ケアマネ
ジャー（仮称）

保健師等

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

支
援

○日常的個別指導・相談
○支援困難事例等への指
　導・助言
○地域でのケアマネージャ
　ーのネットワーク構築

○アセスメントの実施
○プランの策定（事業
　者による事業実施）
○再アセスメント

居宅サービス
事業所

行政機関・
保健所等

介護保険
施設

NPO・住民
団体・老人
クラブ

地域医師会 居宅介護
支援事業所

地域包括支援
センター運営
協議会（仮称）

中立性の確保
人員の派遣

センターの運営支援

新予防給付・
介護予防事業

長期継続ケア
マネジメント　

地域包括支援センター（地域包括ケアシステム）のイメージ

お
問
い
合
わ
せ
先

み
よ
し
広
域
連
合
介
護
保
険
セ
ン
タ
ー

 

　

  

電
話
７
６-

０
０
３
０

み
よ
し
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

 

　

  

電
話
７
８-

２
２
０
３

三
好
市
役
所
長
寿
・
障
害
福
祉
課 

 

　

  

電
話
７
２-

７
６
１
２

西祖谷山村診療所からのお知らせ

白石所長

チラシを貼っていただける
お店や事業所を募集します

　 平 成 1� 年 4 月 1 日 付
の人事異動により、白石達
彦医師（前三好病院　内科
医長）が診療所長として赴
任いたしました。
　診療所は開設以来 3 年
目を迎え医師 1 名、看護
師 4 名の体制で診療して
おります。また、診療時間、

担当医が下記の通りに変更となりましたので、
ご確認のうえ診察にお越し下さい。

診療時間及び担当医
曜日 診療時間（午前） 診療時間（午後） 担　当
月曜 �:30 〜 12:00 1:00 〜 5:00 三好病院医師

火曜 �:30 〜 12:00 1:00 〜 5:00 白石所長

水曜 �:30 〜 12:00 1:00 〜 5:00 白石所長

木曜 �:30 〜 12:00 3:00 〜 5:00 白石所長

金曜 �:30 〜 12:00 1:00 〜 5:00 白石所長

　木曜の午後 1:00 〜 3:00 は往診、検査となっ
ており、休診日は土、日曜日及び祝祭日となっ
ています。

   三好市国民健康保険西祖谷山村診療所
   　　 　     電話 �7-2360

　三好保健所（旧池田保健所）と食育推進連絡
会議は、健康づくりに役立つよう食事バランス
ガイドを活用したチラシを作成しました。

 ① 食事バランスガイド
 ② 子どもが喜ぶ和食メニュ－
 ③ 徳島県の郷土料理
 ④ 三好郡の特産物

  広く皆さまに知っていただくために、掲示板等
に貼って頂けるお店や事業所を募集しています。
興味を持たれた方は是非ご連絡ください。

　    三好保健所 ( 旧池田保健所 ) 健康増進担当
      三好市池田町マチ 2542 番地４
      電話 72-1122  FAX 72-6��4


